
別紙  

建  設  工  事  競  争  入  札  心  得  

  (総 則 )  

第 1条  芽室町が発注する工事請負の入札に当たっては、別に

定めのあるもののほか、この心得を承知してください。  

  (入 札保証金等 )  

第 2条  入札参加者は、入札執行前に、見積金額の 100分の 5

以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付又は

提供しなければなりません。ただし、入札保証金の全部又は

一部の納付を免除された場合は必要ありません。  

2 入札参加者は、前項ただし書きにおいて、入札保証金の納

付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによ

るものであるときは、入札保証保険証券を提出しなければな

りません。  

3 入札参加者は、入札保証金に代える担保として定期預金債

権を提出するときは、その担保に質権を設定し、当該金融機

関の確定日付のある承諾書を提出しなければなりません。  

4 入札参加者は、第 1項の規定により提供する入札保証金に代

わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証を

証する書面を提出しなければなりません。  

5 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対し

ては契約締結後に、落札者以外の入札参加者に対しては入札

執行後にその受領証書と引換えに還付します。  

  (入 札等 )  

第 3条  入札参加者は、入札書を作成し封書のうえ、入札者の

氏名を表記し、公告又は通知書に示された日時までに入札箱

に投入又は提出してください。  

2 郵便による入札を認める場合において、前項の入札書を郵

送により行うときは二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨

を朱書きし、中封筒に入札件名及び入札日時を記載し書留郵

便、親展により提出しなければなりません。  

3 前項の入札書は、入札日の前日までに到着しないものは無

効となります。  



4 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任

状を提出させなければなりません。  

5 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する

他の入札参加者の代理をすることはできません。  

  (入 札の辞退 )  

第 4条  指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、入

札を辞退することができます。  

2 前項により入札を辞退するときは、その旨を明記した書面

を提出しなければなりません。ただし、入札執行中にあって

は、口頭により申し出ることができます。  

  (公 正な入札の確保 )  

第 5条  入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に

関する法律 (昭和 22年法律第 54号 )等に抵触する行為を行っ

てはなりません。  

  (入 札の取りやめ等 )  

第 6条  入札者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合におい

て、入札を公正に執行することができないと認められるとき

は、当該入札参加者を入札に参加させず又は入札の執行を延

期し若しくは取りやめることがあります。  

  (無 効の入札 )  

第 7条  次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。 

 (1)  競 争に参加する資格を有しない者のした入札  

 (2)  委 任状を持参しない代理人のした入札  

 (3)  所 定の入札保証金又は保証金に代わる担保を納付し又

は提供しない者のした入札  

 (4)  入 札書に記名押印がない入札  

 (5)  入 札書の記載金額を加除訂正した入札  

 (6)  入 札書の記載金額その他入札要件が不明瞭である入札  

 (7)  明 らかに連合によると認められる入札  

 (8)  同 一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は 2人

以上の代理をした者の入札  

 (9)  そ の他入札に関する条件に違反した入札  

  (再 度入札 )  



第 8条  開札の結果、落札に至らない場合は直ちに再度の入札

を行います。  

  (落 札者の決定 )  

第 9条  有効な入札を行った者のうち、予定価格の範囲内で最

低の価格で入札をした者を落札者とします。ただし、最低制

限価格を設定した場合は、その最低制限価格以上予定価格の

範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とします。  

2 落札者となるべき価格で入札した者が 2人以上いる場合は、

くじ引きにより落札者を決定します。この場合において、く

じを引かない者があるときは、当該入札事務に関係のない職

員にくじを引かせます。  

3 開札の結果、落札者となるべき者の入札金額によっては、

その者が当該契約の内容に適合した履行がなされないおそ

れがあるとき又は、その者と契約することが公正な取引の秩

序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当と認めら

れるときは、落札者としない場合があります。  

4 前項の規定に基づき、最低の価格で入札した者を落札者と

しない場合は、予定価格の範囲内で入札をした者のうち、最

低の価格で入札をした者を落札者とします。  

  (積 算内訳書の提出 )  

第 10条  町長は、必要に応じ積算内訳書の提出を求めることが

できます。  

2 前項により提出を求められた者は、速やかに積算内訳書を

提出しなければなりません。  

  (契 約の締結 )  

第 11条  落札者が当該契約を締結しようとするときは、町長が

作成した契約書案に記名押印のうえ、落札決定の通知を受け

た日から 5日以内に町長に提出しなければなりません。  

2 落札者が前項に規定する期間内に契約書案を提出しないと

きは、落札はその効力を失います。  

  (入 札保証金等の帰属 )  

第 12条  落札者が当該入札に係る契約を締結しないときは、当

該落札者が納付した入札保証金又はその納付に代えて提供



した担保は、町に帰属します。  

2 落札者であって入札保証金の納付を免除されたものが契約

を締結しないときは、損害賠償金を納付しなければなりませ

ん。  

  (契 約保証金等 )  

第 13条  落札者は、契約書案の提出と同時に契約金額の 100

分の 10に相当する額以上の契約保証金を納付し、又はこれに

代える担保を提供しなければなりません。ただし、契約保証

金の全部又は一部を免除された場合は必要ありません。  

2 落札者は、前項ただし書きにおいて、契約保証金の納付を

免除された理由が、町を被保険者とする履行保証保険契約を

結んだことによるものであるとき又は保険会社と公共工事

履行保証契約を締結した場合保険証書又は保険証券を提出

しなければなりません。  

3 落札者は、契約保証金に代える担保として定期預金債券を

提出するときは、その担保に質権を設定し当該金融機関の確

定日付のある承諾書を提出しなければなりません。  

4 落札者は、第 1項の規定により提供する契約保証金に代わる

担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証を証す

る書面を提出しなければなりません。  

  (入 札保証金等の振替え )  

第 14条  落札者は、当該入札に係る入札保証金又は、それに代

わる担保を、契約保証金又はそれに代わる担保の一部に振り

替えることができます。  

  (異 議の申立 ) 

第 15条  入札参加者は、入札後においてこの心得、仕様書、図

面、契約書案、現場等についての不明を理由として異議を申

し立てることはできません。  

 

 

 



積算内訳書作成要領 

 

１ 積算内訳書を作成し、提出してください。 

 （１） 競争入札の参加者は、あらかじめ積算内訳書を作成し、入札の際

に入札書と同時に提出する必要があります。 

 （２） 初度入札のみ積算内訳書の提出を求めます。初度入札において落

札者の決定に至らず直ちに執行される再度入札においては提出を要

しません。 

 

２ 積算内訳書の記載内容については、別紙「積算内訳書」様式のとおりと

してください。 

 

３ 積算内訳書の作成にあたっては次の点に注意してください。 

 （１） 「出精値引○○○円」、「端数処理○○○円」、「その他○○○円」

などのような経費の根拠が不明確となる記載はしないでください。 

 （２） 下記に掲げる無効事由に該当する場合は、入札を無効とします。 

 （３） 談合情報が寄せられた場合は、提出された積算内訳書を公正取引

委員会に提出することがあります。 

 （４） 提出された積算内訳書は返却しません。 

 

記 

積算内訳書が次表の無効事由に該当するときは、その入札を無効とする。 

無効事由 

１ 未提出であると認

められる場合（未提

出であると同視でき

る場合を含む。） 

内訳書の全部又は一部が提出されていないもの 

内訳書とは無関係な書類であるもの 

他の工事の内訳書であるもの 

白紙であるもの 

内訳書に押印がないもの 

内訳書が特定できないもの 

２ 記載すべき事項が

かけている場合 

内訳の記載が全くないもの 

入札公告、積算内訳書説明書又は指名通知書等に指示された



項目を満たしていないもの ※１ 

３ 添付すべきではな

い書類が添付されて

いた場合 

他の工事の内訳書が添付されていたもの 

４ 記載すべき事項に

誤りがある場合 

発注者名に誤りがあるもの ※２ 

発注案件名に誤りがあるもの ※２ 

提出業者名に誤りがあるもの 

内訳書の合計金額が入札金額と異なるもの（開差が 1,000 円

未満である場合を除く） ※３ 

５ その他未提出又は不備があるもの 

※１ 積算間違い等により、記載された金額が算出できない場合を含みます。 

※２ 発注者名や発注案件名については、軽微な誤記の場合には無効としな

い場合がありますが、例外対応であることにご留意ください。 

※３ 端数処理の関係で、開差が 1,000 円未満である場合は無効事由に該当

しません。 

 

 

  



 

積 算 内 訳 書 

 

  年  月  日 

芽室町長        あて 

商号又は名称 

代表者氏名          ㊞ 

 

 

工事名  

 

工種等 金額（円） 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

直接工事費計※【Ａ】  

共通仮設費【Ｂ】  

現場管理費【Ｃ】  

一般管理費【Ｄ】  

工事価格【Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ】  

※ 直接工事費計の内訳は、２段階（「工事区分」とその明細である「工種」）

まで、建築関係工事は設計内容に応じ都度指示する項目を記載してくださ

い。 

（注意）この内訳書の提出につきましては、入札時に入札書と内訳書をホチ

キス止めのうえ、同一の封筒に入れて提出願います。  

Administrator
タイプライターテキスト
※令和３年度より、法定福利費についての内訳明示も記載願います。




